
未来ちゃん情報局
王塚装飾古墳館のマスコットキャラクター　未来ちゃん

【期　間】２月 17 日（月）～ ３月 17 日（月） （土・日を除く）
 　　　　　※ただし、３月２日（日）は申告を受け付けます。

【時　間】９時～ 16 時 30 分

【場　所】桂川町役場１階 101 会議室
 　　　　　※役場正面玄関入って右手奥

日 月 火 水 木 金 土
2/16 2/17

農業所得

2/18

農業所得

2/19

農業所得

2/20

農業所得

2/21

笹尾一

2/22

2/23 2/24

笹尾二

2/25

土居二
二反田団地

2/26

瀬戸
九郎丸

2/27

寿命
土師十

2/28

中屋・土師四
泉ヶ丘団地

3/1

3/2

※平日に申告で
きない方を受け
付けます。

3/3

豆田・土師九
吉隈本町

3/4

土居三
平山一

3/5

土師五・天道
グレインヒルズ

3/6

土師一
土師七

3/7

土師二

3/8

3/9 3/10

土師六
土師八

3/11

土居一

3/12

吉隈一・吉隈二
土師三

3/13

吉隈三
弥栄・桂ヶ丘

3/14

第一豆田
貴船・椿

3/15

3/16 3/17

内山田
平山二

◎ 指定された日で都合の悪い人は、他の開催日（上記期間内）に申告してください。

◎ 申告期限は３月 17 日（月）です。早めの申告・手続きをお願いします。

◎ 申告前には必要な物の確認をお願いします。

問合先　税務課 税務係　☎６５・１０７６

　償却資産の申告

は、 １ 月 31 日 ま

でに税務課税務係

にお願いします。

平成 �� 年度　町県民税・確定申告受付日程

お知らせ ◆ 税務課 税務係

償却資産（固定資産税）の申告は１月 �1 日までに

お知らせ ◆ 税務課 税務係

　　償却資産とは…

　償却資産とは、土地や家屋以外の事業用資産です。

事業を営んでいる人は申告の義務があります。

　償却資産の対象となるものは、１月１日現在で会社

や個人が事業のために所有している構築物、機械、器

具、備品などの資産です。
問合先　税務課 税務係　☎６５・１０７６
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